
開発事業に係る事務手続の概要

（中井町指導要綱に該当する場合）

提出部数：２部

（法に基づく開発行為がある場合）

提出部数：４部
うち１部は町控え

提出部数：１部

提出部数：１部
（公共施設の帰属等がない場合） （公共施設の帰属等がある場合）

公共施設管理基準第６条に定める図書

及び検査申出書を併せて提出すること。

提出部数：４部

提出部数：３部
（正・副・町）

標準処理期間

１０日間

１０日間

中井町開発指導要綱に係る
事前協議書の提出

中井町開発指導要綱に係る
協定書の締結

開発許可申請書（法第２９条）

工事着手届

中井町開発指導要綱に係る
工事完了届

中間検査（町長が特に必要と認めたとき）

３２条協議書の締結

中井町開発指導要綱に係る

中井町役場まち整備課
県西土木事務所

まちづくり・建築指導課

事前相談

（法に基づく開発行為がない場合）

３日

開発許可

担当各課調整

検査

適合

建築確認申請書

経　　由

検査

確　認

適　合

検査済証

経　　由

経　　由

都市計画法に基づく
工事着手届

工事完了届（法第３６条）


